
「選挙運動って何？」の内容の正誤について 

 
平成３１年２月１３日 
大分県選挙管理委員会 

 
公職選挙法の改正により、平成３１年３月１日以降に告示される選挙から、都道

府県議会議員の選挙及び市議会議員の選挙において、選挙運動用ビラの頒布ができ

るようになります。 
 
 それに伴い、大分県選挙管理委員会発行の「選挙運動って何？（平成２９年２月

発行）」に下記のとおり修正がありますので、ご利用の際はご注意ください。 
 

【３ページの表】 

「選挙運動用ビラ（法第１４２条）」の「主な方法」 

誤 正 

国会議員、知事及び市町村長の選挙に

ついてのみ認められている。（ただし、

参議院選挙の政党ビラは不可） 

国会議員、知事、都道府県議会議員、

市町村長及び市議会議員の選挙で認め

られている。（ただし、参議院議員選挙

の政党ビラは不可） 

 

【１３ページの「選挙制度比較表」】 

「大分県議会議員」の「選挙運動用ビラ」 

誤 正 

使用できない 29.7cm×21cm 以内（Ａ４版） 

16,000 枚 

（２種類以内） 

 
「市長 市議会議員」の「選挙運動用ビラ」 

誤 正 

29.7cm×21cm 以内（Ａ４版） 

長 16,000 枚 

（２種類以内） 

議員 使用できない 

29.7cm×21cm 以内（Ａ４版） 

長 16,000 枚 

議員 4,000 枚 

（長・議員ともに２種類以内） 

 
































